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（目 的） 
第 1 条 この規程は、不正競争防止法に定める営業秘密の取扱いを定めるほか、○○株式

会社（以下「会社」という。）の秘密情報全般の取扱いについて定めたものであり、

会社の秘密情報の不正な取得、使用及び開示その他企業経営に係る秘密情報の漏え

いの防止等、秘密情報の適正な管理及び活用を図ることを目的とする。 

（適用範囲） 
第 2 条 この規程は、取締役、監査役、執行役員、従業員その他会社の業務に従事するす

べての者（以下「従業者」という。）に適用する。 

（定 義） 
第 3 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
(1) 企業内情報…会社経営上必要とされる情報全般をいう。 
(2) 秘密情報…会社が秘密と指定し、管理する次のような情報をいう。 
① 営業秘密その他会社が保有する有用で一般的に知られていない情報（研究開

発中の製品、試作品等に関する情報、各種ノウハウ等） 
② 知的財産権に関する情報 
③ 会社経営上の秘密情報（営業戦略、経営計画、提携企業に関する情報等） 
④ 財務上の秘密情報（経営状況に関する情報、原価計算に関する情報等） 
⑤ 顧客情報等の個人情報 
⑥ 人事上の秘密情報（人員計画、採用人数、従業員の個人情報・個人番号等） 
⑦ その他会社が秘密情報として管理し、又は秘密として指定した情報 

(3) 営業秘密…秘密情報のうち、不正競争防止法第 2 条第 6 項の「営業秘密」（秘密

として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は

営業上の情報であって、公然と知られていないもの）をいう。 
(4) 個人情報…個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める「個人情報」を

いう。 
(5) 守秘情報…第 2 号の秘密情報であって、会社と従業者との間又は会社と取引先

との間で交わされる秘密保持に関する契約のための誓約書（以下「秘密保持に関

する誓約書」という。）等において特に指定されたものをいう。 
(6) 秘密情報文書等…秘密情報を表したもののうち、文書、図面、写真、図書、模

型、マイクロフィルム、ビデオテープ、録音テープ、磁気ディスク及びハードデ

ィスク等の電子記録媒体、電子計算機内部又はその周辺機器に記録された電子的

データ（データベースを含む。以下同じ。）並びにこれらの電子記録媒体及び電子
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的データの出力帳票類等をいう。 

（営業秘密等管理者等） 
第 4 条 会社は、統括的に秘密情報を守り管理するために、営業秘密等管理者を置く。こ

の場合において、営業秘密等管理者は、個人情報取扱規程に定める個人情報保護管

理者を兼ねることができる。 
2  会社は、営業秘密等管理者を補佐し、部門ごとの秘密情報を守り管理するため、

各部門に営業秘密等担当者を置く。この場合において、営業秘密等担当者は、個人

情報取扱規程に定める個人情報処理担当者を兼ねることができる。 
3  営業秘密等担当者は、この規程に基づいて秘密情報を適切に管理するため、所管

する部門を監督し、その結果を営業秘密等管理者に報告するものとする。 
4  部門間にまたがる秘密情報の管理は、関係部門の営業秘密等担当者が協議し、い

ずれか一の部門の営業秘密等担当者がこれにあたる。 

（営業秘密等管理者の責務） 
第 5 条 営業秘密等管理者は、企業内情報のうち、秘密情報として管理すべき情報につい

て秘密の指定をするとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理する。 
(1) 秘密情報の区分とその明示 
(2) 秘密とすべき期間とその明示 
(3) 職務上の権限として特定の秘密情報にアクセスできる者（以下「アクセス権者」

という。）の範囲の決定 
(4) 業務上の必要から秘密情報の開示を受けることができる者（以下「開示範囲の

者」という。）の範囲の決定 
(5) 社外への持出し及び第三者への開示に係る許可等の判断 
(6) 使用目的の特定 

2  営業秘密等管理者は、秘密情報文書等に朱印を押す等の適切な方法で、秘密情報

文書等である旨及び前項の期間並びに開示許容範囲を表示しなければならない。 
3  営業秘密等管理者は、少なくとも毎年 1 回以上、秘密情報の区分等を見直し、秘

密情報が公知のものとなったと認められるとき等は、速やかに、当該秘密の指定を

解除し、関係者に通知するものとする。 

（秘密情報の区分及び順位） 
第 6 条 秘密情報は、次表に定める順位、区分、範囲及びアクセス権限に応じた管理を行

うものとし、秘密情報以外の企業内情報と区別して管理しなければならない。 
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	3 　秘密情報文書等は、次表の区分に基づき適切に管理しなければならない。なお、この管理方法が不適切であると認められる場合は、これに準じた最適な管理をするものとする。
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	（閲覧及び第三者への開示）
	第 8 条 「極秘」「秘」と区分された秘密情報文書等は、業務上の必要が認められる場合でなければ開示しない。業務上の必要から開示範囲の者が秘密情報文書等を閲覧する場合は、閲覧管理台帳に必要事項を記入し、閲覧者に署名押印させるものとする。
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	（秘密保持義務）
	第10条 秘密情報に関与した従業者（アクセス権者、開示範囲の者である従業者のほか、何らかの形で秘密情報の内容を知り得たすべての役職員をいう。以下同じ。）は、在職中及び退職後においても、業務上知り得た秘密情報をいかなる者にも開示し、又は漏らしてはならない。ただし、会社の許可を受けて公表する場合、又は秘密情報が公知となった場合は、この限りでない。
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	3 　秘密情報に関与した従業者は、業務上秘密情報をその開示範囲の者以外の者に開示する必要が生じた場合、あらかじめ営業秘密等管理者に通知し、その指示に従ってこれを行わなければならない。
	4 　前項により、新たに開示を受けた従業者は、本条による秘密保持義務を適正に履行しなければならない。


	（採用時誓約書）
	第11条 会社に採用されるすべての者は、この規程を遵守することを明らかにするため、「採用時誓約書（秘密保持）」（様式第1号）を提出しなければならない。

	（中途採用者の有する秘密保持義務）
	第12条 中途採用者であって、前職の企業等と秘密保持に関する契約若しくは競業避止に関する契約を締結しているもの、又は前職において当該企業等若しくはその他の第三者（以下「前職の企業等」という。）の営業秘密に接していたものは、当該営業秘密を会社に開示してはならない。会社は、中途採用者が有する情報が不正取得によるものでないかどうか、及び中途採用者の前職の業務に係る秘密保持義務の有無を確認するために、「採用時誓約書（中途採用者秘密保持）」（様式第2号）の提出を求めるものとする。
	2 　前項の秘密保持に関する誓約書は、次の各号に掲げる事項につき提出させるものとする。
	(1) 前職の企業等の営業秘密を前職の企業等の承諾を受けることなく会社において開示又は使用しないこと。
	(2) 前職において完成させた職務発明について、会社の名義で出願をしないこと。
	(3) 前職の企業等との間で競業に関する紛争が生じるおそれがないこと。



	（退職者の秘密保持義務）
	第13条 定年退職、自己都合退職、解雇の区分にかかわらず、従業者が、退職し、又は解雇となる場合には、退職日までに、「退職後の競業避止及び秘密保持義務に関する誓約書」（様式第3号）を会社に提出しなければならない。
	2 　従業者は、退職時に、秘密情報を含む文書等を会社外に持ち出してはならず、また、自己の保管する秘密情報を含む文書等をすべて会社に返還しなければならない。
	3 　従業者は、退職時に、自己の保管する秘密情報を含む文書等に記録された秘密情報を消去するとともに、消去した旨の誓約書（自己の保管する文書等に営業秘密が記録されていないときは、その旨の誓約書）を営業秘密等管理者に提出しなければならない。
	4 　会社は、必要に応じ、退職が予定されている従業者に対し、秘密情報へのアクセスを禁止することができる。
	5 　従業者は、退職後において、第2項及び第3項に定める秘密情報を含む文書等又は秘密情報であって、過失により返還又は消去していないものを発見した場合には、速やかに第2項及び第3項の定める措置を講じるものとする。


	（教　育）
	第14条 営業秘密等管理者は、関係従業者に対し、自己の管理する秘密情報保護のため、この規程に基づいて適切な教育を行う。

	（懲　戒）
	第15条 会社は、従業者（役員を除く。）が秘密情報について、故意又は過失により、開示、使用、漏えいした場合は、就業規則第▼条（懲戒の種類、程度）の規定により懲戒処分の対象とする。役員の処分については、取締役会で定める。
	2 　秘密情報を不正に持ち出し、又は持ち出そうとした場合は、前項の規定を適用する。


	（損害賠償等）
	第16条 すべての従業者は、この規程に違反して秘密情報を不正に漏えい、開示、使用又は提供したことにより会社に損害を与えた場合には、会社に対してその損害を賠償しなければならない。
	2 　営業秘密の不正取得については、会社は、不正競争防止法に基づく訴訟を提起することがある。


	（改　廃）
	第17条 この規程の改廃は、営業秘密等管理者が起案し、取締役会の決議による。


